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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第１１１１章章章章（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第１１１１章章章章）＞）＞）＞）＞    

現行計画 見直し案 備   考 

 

 

第 1 部 基 本 構 想 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって 

 

第１章 計画策定にあたって 

 

 

１１１１．．．．計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨とととと目的目的目的目的                                                                     

 

『人権と環境を土台に、生きる意味が実感できる社会づくり』を基本

理念として平成 16 年 10 月 1 日に誕生した野洲市は、めざすべきまち

の将来像『豊かな自然と歴史に彩られ 人が奏でる ほほえみ・ときめ

きのまち』の具現化に向かって、すでに２年余りの歩みを進めてきまし

た。 

この間、野洲市が新市建設の基本計画としてきた「新市まちづくり計

画」は、合併前、住民 5,000 人を対象に実施されたアンケート調査の

結果や、住民活動を行う方々などにより組織された「新市まちづくり住

民懇談会（ほほえみ・ときめきの会）」からの提言、さらに７回にわたる

タウンミーティングでの議論の内容に基づいて、合併後 10 年を目標に

据えて策定されたものです。 

このたび、地方自治法の規定により策定する「第１次野洲市総合計画」

は、この「新市まちづくり計画」の内容とその根拠となっている市民の

みなさんの課題認識や意向を基本として、これからの野洲市に必要な政

策・施策を明確にするものであると同時に、今後さらに厳しさを増す地

方行政を取り巻く現状を踏まえるうえで必要な経営的視点を加味して、

そのマネージメント手法の確立を図ろうとするものです。 

 

１１１１．．．．計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨とととと目的目的目的目的                                                                     

 

 平成１６年１０月１日に誕生した野洲市は、平成１９年３月に「第１

次野洲市総合計画」を策定し、その実現に向けての取り組みを進めてき

たところです。 

 しかし、現行の計画では、現状に対する認識や、めざすべき将来像の

具体化が十分ではなく、市民が安心して豊かに暮らせるまちにするため

の道筋を、市民の皆さんと共有できていませんでした。 

その結果、急激な社会経済情勢の変化などに対応しきれず、多くの課

題が生じていました。 

また、地方分権の大きなうねりのなかで、これからは地域のことは地

域が責任をもって決めていくことが求められ、市民や市にとっての総合

計画の位置づけもますます重要になってくると思われます。 

そこで、こういった反省に基づき、現状を再認識しながら、計画全体

の再構築を図ることにしました。 

そして、厳しい社会情勢の中でこれからの野洲市に真に必要な政策・

施策を明確にし、市民の皆さんと共有できる夢と実行力のある計画にま

とめることで、野洲市の元気と安心をめざそうとするものです。 

 

 

 

 

第１次総合計画が抱えている課題と原因を整理。 

２２２２．．．．計画計画計画計画のののの構成構成構成構成とととと期間期間期間期間                                                                                

 

～～～～計画計画計画計画のののの構成構成構成構成とととと期間期間期間期間～～～～    

この計画は、基本構想および基本計画で構成します。 

基本構想は、野洲市の「将来都市像」、「まちづくりの基本理念」お

よび「まちづくりの基本目標」等を定めるものです。基本構想の期間は、

平成 19 年度を初年度とし、中長期的な展望を踏まえるとともに広域的

な整合性も視野に入れ、平成 32 年度を目標年度とする 14 か年としま

す。 

基本計画は、基本構想で示された「将来都市像」および「まちづくり

の基本目標」等の実現を図るための施策を体系的に示すとともに、その

２２２２．．．．計画計画計画計画のののの構成構成構成構成とととと期間期間期間期間                                                                                

 

～～～～計画計画計画計画のののの構成構成構成構成とととと期間期間期間期間～～～～    

この計画は、将来のまちのあるべき姿である基本構想を中心に、構想

実現の手法としての施策提案を織り交ぜて構成します。 

計画の期間は、平成２４年度を初年度とし、中長期的な展望を踏まえ、

平成 32 年度を目標年度とする９か年とします。 

 

    

 

構成は、従来の基本構想に適宜施策提案を織り

込む形を検討していく。これまでの基本計画から

すると、具体的な事業を提示するものではなく、

客観的にめざすべき方向を示す（実行性の高い）

施策の提案となる。 

 

計画期間については、現行計画を否定するので

はなく、あくまでも時代の変化に合わせて柔軟に

見直すとの姿勢から、最終目標年次は変えない。 
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内容を明らかにした市政の基本的な計画であり、計画期間を前期および

後期に分け、前期基本計画の計画期間は、平成 19 年度から平成 25 年

度までの 7 か年とします。 

なお、基本計画に定められた施策を効率的に実施するために、必要な

事業を明らかにした具体的な計画として、実施計画を別に策定します。 

 

～～～～行政改革行政改革行政改革行政改革のののの推進期間推進期間推進期間推進期間～～～～    

総合計画の目的達成のためには、現在の野洲市がおかれている極めて

厳しい財政状況を踏まえ対策を講じることがまず必要であり、「前期基

本計画期間」の中に「行政改革推進期間」を位置づけ、財政の健全化に

集中して取り組むものとします。 

    

 

■見直し総合計画の計画期間 

H17  H19   H22   H25 H26      H32  

 

 

 

 

                

    

    

■見直し総合計画の計画期間 

H17  H19   H22  H24        H32  

 

 

 

 

    
 

 
           

 

    

    

 

 

現行計画の後期期間ではなく、現行計画をベース

にしながらも、全面的な見直しとする。 

ただし、現行計画の全面否定ではなく、新計画に

移行していく継続的な接点をイメージとして導

入。 

３３３３．．．．各個別計画各個別計画各個別計画各個別計画とのとのとのとの関係関係関係関係                                                                        

 

現在、市政の各分野においても、それぞれの行政課題に応じて、めざ

すべき方向や事業体系を示し、事業の系統的計画的な実施を図るための

基本方針や基本計画などが策定されています。 

これらの計画は、法令上の位置づけや策定の趣旨の違いなどにより、

計画の期間や表現などはさまざまですが、総合計画では、各個別計画は

総合計画の内容を各分野において補完し具体化していくものとして位

置づけ、緊密な調整を図ることとします。 

    

３３３３．．．．各個別計画各個別計画各個別計画各個別計画とのとのとのとの関係関係関係関係                                                                        

 

総合計画に定められた施策の実現を目標に、総合計画との整合を図り

ながら各分野において基本計画を定めていきます。 

また、時代の変化に即して柔軟に対応しながら、それぞれの実施計画

を定めていくものとします。 

 

 

    

 

 

具体的な事業提案については、各分野の基本計

画や実施計画の中で位置づけていく。 

基 

準 

年 

次 前期前期前期前期    基本計画期間基本計画期間基本計画期間基本計画期間（（（（7777 年年年年））））    後期 基本計画期間（7年） 

基基基基    本本本本    構構構構    想想想想    期期期期    間間間間（（（（14141414 年年年年））））    

    

行政改革推進期間行政改革推進期間行政改革推進期間行政改革推進期間    

基 

準 

年 

次 

新新新新    計計計計    画画画画    期期期期    間間間間（（（（9999 年年年年））））    

 

（現行計画） 

 



 - 3 - 

総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第２２２２章章章章（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第２２２２章章章章）＞）＞）＞）＞    

現行計画 見直し案 備   考 

第２章 野洲市を取り巻く社会的背景 

 

第２章 野洲市を取り巻く社会的背景 

 

 

１１１１．．．．少子化少子化少子化少子化・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、人口減少人口減少人口減少人口減少のののの時代時代時代時代                                                    

 

わが国は近年、急激に少子化が進み、その結果総人口は減少に向か

っています。また、高齢化は、世界に例を見ない速いペースで、今後

もさらに進行するとみられ、2020 年頃には総人口の約３割が高齢者

になるものと予想されています。さらに、少子化・高齢化などに伴う

就労人口の減少は、産業構造や雇用システム、年金・医療等の社会保

障制度、基盤整備のあり方、あるいは教育等、社会システム全体の見

直しを余儀なくしています。    

これからは、一人ひとり、そして家族が将来への不安を払拭して、

安心して生きがいをもって生活できる生活様式を作り出すとともに、

地方自治体においても、地域間競争の時代にあって、人口減少化に対

応した施策の構築に向けて取り組む必要があります。    

 

１１１１．．．．少子化少子化少子化少子化・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化のののの時代時代時代時代        

・・・・・・・・・・・・    そしてそしてそしてそして人口減少人口減少人口減少人口減少にににに潜潜潜潜むむむむ課題課題課題課題    ・・・・・・・・・・・・    

 

わが国は近年、急速に少子化と高齢化が進み、その結果、総人口は

減少の傾向に転じています。 

そして、少子化と高齢化に伴う就労人口の減少は、産業構造や雇用

システム、社会保障制度、教育や基盤整備のあり方など、社会システ

ム全体の見直しを余儀なくしています。 

少子化の進行を少しでも和らげ、将来の健全な年齢構成をめざす取

り組みも大切ですが、一方では、目前の現実のなかで一人ひとりが、

安心して生きがいをもって生活できるよう、人口減少社会に対応した

施策の構築に向けて取り組む必要があります。    

 

 

 

 

文言の整理。 

 

 

 

人口の健全な年齢構成の大切さを加筆。 

２２２２．．．．価値観価値観価値観価値観・・・・生活様式生活様式生活様式生活様式のののの多様化多様化多様化多様化とととと変化変化変化変化のののの時代時代時代時代                                        

 

経済は成熟期を迎え、日本社会は成長の時代から持続的発展の時代

へ移行したといわれています。このような時代において、人々の価値

観や生活様式は、多様化とともに常に変化していると考えられ、自己

実現に向けて、ボランティア活動などの社会的な活動に参加しようと

する人や自己啓発や趣味などに力点を置きたいと考える人が増加する

傾向にあると考えられます。 

一方、若年層におけるニート問題やフリーターの増加にみられるよ

うに、社会全体が明確な目標をなくし、将来に対する漠然とした不安

感が広がりつつあるなかで、家族のつながりや地域のつながりの希薄

化が問題視され、その必要性が見直されようとしています。 

また、従来では考えられなかったような規範意識の低下や人の命の

重さに対する認識が問われる事故や事件が数多く発生しています。 

    

２２２２．．．．生活様式生活様式生活様式生活様式のののの多様化多様化多様化多様化とととと変化変化変化変化のののの時代時代時代時代        

・・・・・・・・・・・・    人人人人とととと人人人人とのつながりがとのつながりがとのつながりがとのつながりが希薄希薄希薄希薄なななな社会社会社会社会ににににならないためにならないためにならないためにならないために    ・・・・・・・・・・・・    

 

日本社会は成熟期を迎え、人々の志向や生活様式は、多様化すると

ともに常に変化しています。そのため、個人が尊重され、自己実現に

向けた活動に力点を置く人が増加する傾向にあります。 

その一方で、規範意識の低下や、人の命の重さに対する認識が問わ

れるような事故や事件が数多く発生するなど、家族のつながりや地域

のつながりの希薄化が問題視されており、その必要性が見直されよう

としています。 

    

 

 

文言の整理。 

流行語はできるだけ削除。 

 

多様な生活様式の中で、個々人の尊重と、社会の

つながりの希薄化といった相反する現状を集約。 

３３３３．．．．地球環境地球環境地球環境地球環境をををを守守守守りりりり、、、、自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする時代時代時代時代                                            

 

人為的要因により地球の大気温度が上昇し続けているといわれてい

ます。この地球温暖化といわれる現象が進行した場合、自然環境への

影響は計り知れないものがあり、地球温暖化に対する対策の重要性が

世界各国で認識されています。そのようななか、2005 年 2 月、地球

３３３３．．．．地球環境地球環境地球環境地球環境をををを守守守守りりりり、、、、自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するするするする時代時代時代時代        

・・・・・・・・・・・・    取取取取りりりり返返返返しがつかないしがつかないしがつかないしがつかない浪費浪費浪費浪費のののの代償代償代償代償とはとはとはとは？？？？    ・・・・・・・・・・・・    

 

生活様式の多様化や利便性を追求するあまり、温暖化や資源の枯渇と

いった地球規模での環境問題が顕在化しています。 

自然環境への負荷を減らすため、従来の大量生産・大量消費・大量廃

 

 

文言の整理 

 

「京都議定書」は、具体的すぎるのと、話題とし

ては古くなっているので、「地球環境の保全」とい
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温暖化防止の国際的な取り組みとして、「京都議定書」が発効し、二酸

化炭素などの温室効果ガス排出量を 1990 年に比べて 6％削減するこ

とが義務づけられました。この目標を達成するために、すべての温室

効果ガスの排出抑制の取り組みが求められているほか、従来の大量生

産・大量消費・大量廃棄型の社会・経済活動や生活スタイルを見直し、

自然環境への負荷の少ない、循環型社会の実現をめざす必要がありま

す。 

また、かけがえのない自然を次世代に引き継ぐために、市民一人ひ

とりが日常生活において自然との共生の考え方を持ち、保全に努める

ことが責務となっています。 

    

棄といった社会・経済活動や生活スタイルを見直し、持続可能な資源

の循環をめざす必要があります。 

また、かけがえのない自然を次世代に引き継ぐために、一人ひとり

が自然との共生の考え方を持ち、保全に努めることが責務となってい

ます。 

    

う普遍的なテーマに集約。 

４４４４．．．．地方地方地方地方のののの自立自立自立自立とととと協働協働協働協働のののの時代時代時代時代                                                                    

 

市民ニーズの多様化・高度化を受けて、市民に最も近い行政機関で

ある市町村の役割はさらに拡大しています。こうしたなか、国におい

て進められている三位一体の改革により、適正な税源移譲を前提とし

た地方分権の推進が求められているほか、市民の視線に立った政策を

自己責任のもとで立案し推進する政策自治体への転換を図ることが必

要になっています。 

しかしながら、今後、税収をはじめ、十分な収入の確保が期待でき

ないなか、地方の行財政運営はますます厳しくなるものと見込まれて

おり、行財政運営のさらなる効率化を進める必要があります。 

また、公的サービスの担い手として、ＮＰＯなどの団体や地域にお

ける市民活動が社会・経済システムのなかで果たすべき役割は、なお

一層大きくなっており、「協働」によるまちづくりが必要です。 

    

４４４４．．．．地方地方地方地方のののの自立自立自立自立とととと協働協働協働協働のののの時代時代時代時代        

・・・・・・・・・・・・    地方分権地方分権地方分権地方分権とととと市民市民市民市民やややや地域地域地域地域のののの自立自立自立自立    ・・・・・・・・・・・・    

 

市民ニーズの多様化・高度化を受けて、市民に最も近い自治体の役

割は重要性を増しています。これまでの国主導の行政から地域主導の

行政へと地方分権が推進され、市民の視線に立った政策を自己責任の

もとで立案し推進することへの転換が図られています。 

一方では、世界的な経済危機のなかで、地方の行財政運営はますま

す厳しさを増しており、さらなる効率化が求められています。 

また、公的サービスの担い手として、団体や地域における市民活動

が社会・経済システムのなかで果たすべき役割は、一層大きくなって

おり、「協働」によるまちづくりが重要です。 

    

 

 

 

文言の整理 

 

５５５５．．．．安全安全安全安全とととと安心安心安心安心がががが求求求求められるめられるめられるめられる時代時代時代時代                                                            

 

全国各地で震災や水害など、大規模な自然災害が相次いでおり、地

域の防災対策の強化が求められています。 

また、子どもを対象とした凶悪な犯罪が多発しており、その対策の

強化が求められているほか、高齢者等を対象とした犯罪の防止や食の

安全の確保など、日常生活をおくるうえでの安全対策についても市民

の関心が高まっています。 

さらに、新たな局面として、テロなど市民を無差別に狙う残虐な行

為への対策が必要となっています。 

    

５５５５．．．．安全安全安全安全とととと安心安心安心安心がががが求求求求められるめられるめられるめられる時代時代時代時代        

・・・・・・・・・・・・    身近身近身近身近にににに潜潜潜潜むさまざまなむさまざまなむさまざまなむさまざまな危険危険危険危険    ・・・・・・・・・・・・    

 

全国各地で震災や水害など、過去の想定を超える大規模な自然災害

が相次いでおり、地域の防災対策の強化が求められています。 

また、子どもを対象とした凶悪な犯罪が多発しており、その対策の

強化が求められているほか、高齢者等を対象とした犯罪の防止や食の

安全の確保など、日常生活のいろんな場面での安全対策について、市

民の関心が高まっています。 

    

 

 

文言の整理 

 

 

 

テロについては、他の課題に対して、地方自治の

枠を超えた突出した課題のイメージがあるので、

「日常生活のいろんな場面での安全対策」として

集約。 
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６６６６．．．．情報情報情報情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化のののの時代時代時代時代                                                                

 

インターネットの普及は、経済活動から日常生活に至るまで、社会

システム全体を大きく変革させてきました。 

日常生活の面では、距離的・時間的制約が解消され、住み、働き、

学ぶ場の選択肢の拡大が進んでいるほか、情報化の進展による福祉・

教育・行政などの各分野での活用が、今後ますます進むものと予想さ

れています。 

また、こうした利便性の向上を支える技術とネットワークの環境は、

めまぐるしいスピードで発展し続けており、多面的に活用されること

が求められています。 

一方で、無秩序な情報の氾濫は、青少年の育成に悪影響を与えたり、

プライバシーの侵害や差別、犯罪につながったりするなど、人々の生

活に少なからぬ負の影響をもたらしていることも事実であると考えら

れます。 

    

６６６６．．．．情報情報情報情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化のののの時代時代時代時代        

・・・・・・・・・・・・    便便便便利利利利ささささのののの中中中中にににに隠隠隠隠れたれたれたれた問題問題問題問題    ・・・・・・・・・・・・    

 

インターネットの普及は、社会のシステム全体を大きく変革させて

きました。 

情報化の進展と距離的・時間的制約の解消により、さまざまな場面

で選択肢の拡大が進み、社会の各分野での活用が進んでいます。 

こうした利便性の向上を支える技術とネットワークの環境は、めま

ぐるしいスピードで発展し続けており、これからも多面的に活用され

ることが予測されます。 

しかし一方で、無秩序な情報の氾濫は、青少年の育成に悪影響を与

えたり、プライバシーの侵害や差別、犯罪につながったりするなど、

社会に少なからぬ負の影響をもたらしていることも、現実問題として

認識する必要があります。 

    

 

 

 

文言の整理 

 

インターネットの利便性と危険性といった観点で

集約。 

７７７７．．．．産業産業産業産業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境変化環境変化環境変化環境変化のののの時代時代時代時代                                                        

 

わが国の経済は、規制緩和の推進やボーダーレス化の進展などに伴

って新たな動きが活発になっており、産業を取り巻く環境は大きく変

化してきています。 

消費者ニーズがますます多様化・高度化するなかで、付加価値の高

い産物や新製品を研究・開発し生産する産業システムの革新は、農業

を含むあらゆる分野で図られつつあります。 

また、情報ネットワークの進展を背景に、従来では実現が難しかっ

た細やかなニーズに対応することが可能になり、新たな起業形態や新

しい産業の創出も進んでいます。 

さらに、社会状況の変化に対応して、高齢化や環境問題等への適切

な対応が必要となっています。 

    

７７７７．．．．産業産業産業産業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境変化環境変化環境変化環境変化のののの時代時代時代時代        

・・・・・・・・・・・・    発想発想発想発想のののの転換転換転換転換とととと速速速速やかなやかなやかなやかな環境環境環境環境変化変化変化変化へのへのへのへの対応対応対応対応    ・・・・・・・・・・・・    

 

規制緩和の推進やグローバル化の進展などに伴って、わが国の産業

を取り巻く環境は大きく変化してきています。 

消費者ニーズが多様化・高度化するなかで、これまでの常識にとら

われない発想の転換により、付加価値の高い産物や製品を研究・開発・

生産する産業システムの革新が、多くの分野で図られています。 

また、情報ネットワークの進展を背景に、細かなニーズに対応した

新たな起業形態や新しい産業の創出も進んでいます。 

    

 

 

 

文言の整理。 
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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第３３３３章章章章（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第３３３３章章章章）＞）＞）＞）＞    

現行計画 見直し案 備   考 

第３章 野洲市の特性 第３章 野洲市の現状と課題 

 

１１１１．．．．地域地域地域地域のののの特性特性特性特性                                                                                            

 

 

 

現行の３章と４章を一つにまとめる。 

見出しの整理。 

１１１１．．．．沿革沿革沿革沿革・・・・地勢地勢地勢地勢                                                                                            

 

～～～～豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然・・・・歴史文化歴史文化歴史文化歴史文化にはぐくまれにはぐくまれにはぐくまれにはぐくまれ、、、、高高高高いいいい交通利便性交通利便性交通利便性交通利便性をををを有有有有しているしているしているしている

まちまちまちまち～～～～    

野洲市は、滋賀県の南西部に位置し、西は守山市・栗東市、南は湖

南市、東は竜王町、北は近江八幡市と接する面積 61.45k ㎡のまちで

す。 

本地域には、日本最大の湖である琵琶湖、近江富士と呼ばれる美し

い三上山や緑豊かな里山、まちにうるおいを与えてくれる野洲川など

の貴重な自然があり、温暖な気候と四季の美しさに心和む、すばらし

い環境を有しています。 

市の郊外には、野洲川の恵みにより形成された肥沃な土地に豊かな

田園が広がり、良好な環境の住宅地の中に温かいコミュニティが形成

されています。また、希望が丘文化公園や琵琶湖岸のレクリエーショ

ン施設などには、市外からも多くの人が訪れています。 

また、銅鐸や古墳など悠久の歴史遺産を有するほか、国宝御上神社

や兵主大社、錦織寺をはじめとする神社仏閣も数多く存在し、貴重な

無形文化財もあります。これらのすべては、野洲市の魅力を高めるす

ばらしい地域資源であると同時に、後世に引き継ぐべき大切な財産と

して、市民に親しまれています。 

さらに、旧中山道や旧朝鮮人街道などに代表されるように、古くか

ら交通の要衝として栄えてきた歴史のある地域であり、今日において

も、ＪＲ東海道本線と国道８号が横断し、名神高速道路のインターチ

ェンジへのアクセスも良好であるなど、交通利便性の高いまちです。 

 

（１）沿革と地勢 

 

豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと歴史文化歴史文化歴史文化歴史文化にはぐくまれにはぐくまれにはぐくまれにはぐくまれ、、、、    

潜在的潜在的潜在的潜在的なななな可能性可能性可能性可能性をををを有有有有しているまちしているまちしているまちしているまち    

～～～～脈脈脈脈々々々々とととと受受受受けけけけ継継継継がれるがれるがれるがれるものづくりものづくりものづくりものづくりのののの精神精神精神精神～～～～    

野洲市は、滋賀県の南西部に位置する面積 80.15k ㎡のまちです。 

市域は、日本最大の湖である琵琶湖に面し、近江富士と呼ばれる美

しい三上山や、まちにうるおいを与えてくれる野洲川などに代表され

る豊富な自然に恵まれ、温暖な気候と四季の美しさに心和む、すばら

しい環境を有しています。 

市の郊外には豊かな田園が広がるとともに、良好な環境の住宅地が

形成されており、また湖岸や山沿いの自然環境を活かしたレクリエー

ション施設などには、市外からも多くの人が訪れています。 

一方で歴史を紐解くと、弥生時代の最先端技術を駆使した銅鐸が日

本最大のものを含めて多数出土し、続く時代には多くの古墳が築かれ、

当時勾玉を加工していた工房の跡が見つかるなど、古くから文化や技

術の交流が活発に行われ、後の時代には中仙道や朝鮮人街道といった

街道が整備されるなど、交通の要衝としても栄えたことがうかがわれ

ます。今日のＩＴ産業へとつながるものづくりのまちとして、また情

報が行き交うまちとして、脈々と受け継がれた潜在的な可能性を秘め

たまちです。 

他にも多くの歴史遺産や文化財を有しており、これらのすべては野

洲市の魅力を高めるすばらしい地域資源であると同時に、後世に引き

継ぐべき大切な財産として、市民に親しまれています。 

 

 

 

 

 

 

面積を最新データ（湖面含む確定面積）に変更。 

 

 

 

 

 

 

 

歴史観の視点に、現代の最先端ものづくりとの接

点を持たせた。 

２２２２．．．．人口人口人口人口・・・・世帯世帯世帯世帯                                                                                            

 

～～～～全国的全国的全国的全国的なななな人口減少化人口減少化人口減少化人口減少化のなかでものなかでものなかでものなかでも成長成長成長成長をををを持続持続持続持続しているまちしているまちしているまちしているまち～～～～    

野洲市は、大津、京都、大阪の通勤圏として人口が増加してきたま

ちです。平成17年の国勢調査に基づく人口は49,486人、５年前から

の増加率は2.4％で、県平均の2.8％を下回ったものの、県内市町別の

順位では第10位と依然高く、昭和55年以降全国の平均を大きく上回

（２）人口と世帯    

 

全国的全国的全国的全国的なななな人口減少人口減少人口減少人口減少傾向傾向傾向傾向のなかでのなかでのなかでのなかで転換期転換期転換期転換期にあるにあるにあるにあるまちまちまちまち    

～～～～変革変革変革変革のののの時代時代時代時代・・・・・・・・・・・・成長成長成長成長からからからから持続可能持続可能持続可能持続可能へへへへ～～～～    

野洲市は、大都市の通勤圏としてこれまでは人口が急増してきたま

ちです。しかし平成22年の国勢調査速報値に基づく人口は49,879

人、５年前からの増加率は0.８％で、僅かに増加したとはいえ、県平

 

 

 

 

最新の状況に置き換え。 
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る増加を続けています。 

年齢構造は、年少人口（０～14歳）割合、生産年齢人口（15～64

歳）割合ともに、県や全国平均よりも大きく、老年人口（65歳以上）

割合は小さい状況ですが、高齢化率は16.９％（平成17年国勢調査）

となっており、すでに「高齢社会」となっています。 

また、世帯数は16,580世帯で、５年前からの増加率は9.3％と人口

増加率を上回っており、核家族化の進展や単身世帯の増加がうかがえ

ます。 

    

均の2.２％や、平成17年国勢調査時の2.4％に比べると増加率は大幅

に減っています。全国平均の0.2％は上回っているものの、近い将来

人口は減少に転じるものと思われます。 

高齢化率は、全国平均よりは若干低く推移をしていますが、2020

年頃には約25％に達する見込みです。 

また、世帯数は17,454世帯で、５年前からの増加率は5.2％と人口

増加率を大きく上回り、その結果1世帯当りの平均人員は2.86人とな

っており、核家族化の進展や単身世帯の増加がうかがえます。 

    

３３３３．．．．土地利用土地利用土地利用土地利用・・・・産業産業産業産業                                                                                    

    

～～～～先端技術先端技術先端技術先端技術とととと近代的近代的近代的近代的なななな農業農業農業農業がががが共存共存共存共存しているまちしているまちしているまちしているまち～～～～    

野洲市の土地は、全体の約40％が農地として利用されています。郊

外には、ほ場整備が行き届いた優良農地が広がっており、この優良農

地を生かした農業が営まれています。また、35％近くを山林などが占

め、その大半は保安林となっていますが、一部の里山では林業も行わ

れています。また、琵琶湖での漁業も営まれています。 

工業地域においては、情報通信技術関連の大手企業が立地しており、

全国的にも第２次産業就業者の割合が高い状況となっています。 

商業事業所の数は県内市部平均に比べ低くなっています。 

また、市街地には閑静な住宅地が形成されています。 

    

（３）土地利用と産業    

    

先端技術先端技術先端技術先端技術とととと近代的近代的近代的近代的なななな農業農業農業農業がががが共存共存共存共存しているまちしているまちしているまちしているまち    

～～～～限限限限られたられたられたられた資産資産資産資産・・・・・・・・・・・・用途用途用途用途にににに応応応応じたじたじたじた土地土地土地土地のののの有効利用有効利用有効利用有効利用～～～～    

野洲市は、全体の約30％が農地として利用されています。郊外には、

ほ場整備が行き届いた優良農地が広がっており、この優良農地を生か

した農業が営まれています。また、全体の約15％を占める山林は、そ

の大半が保安林となっていますが、一部の里山では林業も行われてお

り、琵琶湖での漁業も営まれています。 

工業においては、交通の利便性や豊富な水の恵みなどから、各種製

造業が展開するなかで、情報通信技術関連の大手企業が立地するなど、

特にＩＴ関連企業の集積が図られています。 

一方で、野洲市は近隣他市に比べて市街化区域として活用できる地

域が少なく、計画的な土地利用が十分に図られていませんでした。 

そのため、市街地には閑静な住宅地が形成されているものの、その

周辺では無秩序に農地が転用されたり、駅前などの中心市街地では土

地の高度利用が図られていなかったりしており、用途に応じた有効活

用が今後の課題といえます。 

また、新たな土地利用に際しては、排水対策や連続性のある道路ネ

ットワーク整備などが課題となっています。 

    

 

 

 

 

市域面積の修正によるデータ訂正と文言整理等。 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの計画的な土地利用ができていなかった

ことへの反省と、中心市街地の土地利用状況につ

いて加筆。 

 

 

 

開発余力地域の課題提起。 

４４４４．．．．これまでのまちづくりへのこれまでのまちづくりへのこれまでのまちづくりへのこれまでのまちづくりへの取取取取りりりり組組組組みみみみ                                                

 

～「～「～「～「人権人権人権人権」」」」とととと「「「「環境環境環境環境」」」」へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～    

野洲市は、「人権」と「環境」を、ともに生命の基軸として認識し、

まちづくりを進めてきたまちです。すべての施策を「人権」と「環境」

の視点をもって推進してきました。 

人権尊重のまちづくりに向けた条例を合併当初から制定するととも

に、「人権尊重のまち」として宣言を行うなど、関係施策の推進を総

合行政のなかで機能的に進めてきました。すべての市民が差別を許さ

（４）まちづくりへの取り組み    

    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例のののの理念理念理念理念にににに沿沿沿沿ったったったった取取取取りりりり組組組組みみみみ    

～～～～それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの役割役割役割役割のなかでのなかでのなかでのなかで～～～～    

野洲市では、「まちづくり基本条例」を制定し、この理念に基づい

て、「人権」と「環境」の視点をもって施策を推進してきました。 

人権尊重のまちづくりに向けた条例を合併当初から制定するととも

に、「人権尊重のまち」として宣言を行うなど、関係施策の推進を総

合行政のなかで機能的に進めています。 

 

 

 

 

文言を整理・要約して、簡略化。 
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ない行動を実践できる社会の実現をめざし、部落差別をはじめとする

あらゆる差別の解消への取り組みを進めています。また、社会的弱者

の視点に立った施策を推進し、障がい者や高齢者のための先駆的な施

設の整備や、健康づくり、交通バリアフリー等の取り組みを進めるこ

とにより、市民の福祉の向上を図ってきたほか、生涯学習やスポーツ

など、教育を通じた「人づくり」も積極的に推進してきました。 

一方、環境を保全・創造し管理していくため、「環境基本条例」の

制定や「環境基本計画」の策定を行うなど、積極的な取り組みを市民

とともに進めてきました。琵琶湖を守る運動や里山の保全・活用など

地域の自然を守る取り組みは、市民の認識の高まりとともに定着しつ

つあります。さらに、地球温暖化防止のため太陽光発電やバイオマス

エネルギーなどの新エネルギーの普及を図るとともに、省エネルギー

ビジョンを策定し地域での省エネルギーの実践を推進するなど、CO 

などの温室効果ガスの排出量の２０％削減を目標に取り組んでいま

す。また、地産地消と太陽光発電システムの設置を、地域通貨により、

ともに推進する取り組みも始まっています。 

    

一方、環境を保全・創造し管理していくため、「環境基本条例」の

制定や「環境基本計画」の策定を行うなど、積極的な取り組みを市民

とともに進めています。 

そして、「人権と環境」の理念の具現化に向けては、「協働」を手

法としたまちづくりに取り組んでいます。    

～～～～協働協働協働協働へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～    

野洲市では「人権と環境」の理念の具現化に向けて、「協働」を手

法としたまちづくりに取り組んできました。この結果、公的サービス

の担い手として活動している市民活動団体などの数は、福祉・子育て

等各分野で300以上にのぼり、県下でも最高のレベルにあります。こ

れらの活動をさらに支援するため、協働のマネージメントシステムと

して「市民活動促進計画」を策定する等、「協働のまちづくり」を体系

的に進めています。 

特に、福祉や環境などの分野では、市民活動と行政が連携した公的

サービスの提供がすでに実践されており、行政と市民がまちづくりの

課題を共有し、ともに取り組んでいく基盤ができ上がりつつあります。 

また、市内の７つの学区ごとにコミュニティセンターを設置してそ

の運営を住民に任せるなど市民活動の拠点整備にも積極的に取り組ん

できたところです。 

    

     

５５５５．．．．市民市民市民市民のののの意識意識意識意識                                                                                            

    

～～～～住住住住みみみみ続続続続けたいまちけたいまちけたいまちけたいまち～～～～    

合併時におけるアンケート調査（市民 5,000 人を対象）の結果によ

れば、多くの市民が山川・湖など、自然環境が豊かで、歴史・文化に

恵まれたまちであると考えており、８割以上の市民がこれからも（ま

たは、できれば）野洲市に住み続けたいと考えています。 

    

    

    

（削 除）    

 

 

アンケート実施時期から時間が経っており、状況

の変化を考慮して、削除。 
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また、同じアンケート調査によれば、まちづくりのキーワードとし

て「自然・環境」「健康・安全・安心」を挙げる人が多く、市が力を入

れていくべき取り組みについても「山川・湖など自然環境の保全」の

ほか、福祉や保健・医療の充実を望む人が各年齢層で多い状況です。 

これらのことから、市民の多くは、住み続けたいまちとして、自然

環境の保全に留意したまちづくりや健康で安心して生活できる制度の

充実を求めていると考えられ、この想いを施策に反映する必要があり

ます。 
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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第３３３３章章章章つづきつづきつづきつづき（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第４４４４章章章章）＞）＞）＞）＞    

現行計画 見直し案 備   考 

第４章 まちづくりの課題 

 

 

２２２２．．．．現状現状現状現状とととと課題課題課題課題                                                                                         

 

 

見出しの整理 

１１１１．．．．子育子育子育子育てててて・・・・教育教育教育教育・・・・人権人権人権人権                                                                            

 

年少人口の減少が進行しているなか、未来のまちづくりの主役であ

る子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、児童虐待、引き

こもり、いじめ等、複雑な問題が顕在化しています。子どもたちがの

びのびと生活し、学力を身につけていくことができる場を保証してい

くことが必要です。また、核家族化の進行や都市化の進展により、人

とひととの関わりが疎遠な社会になっており、さまざまな悩みや問題

を内に抱え込んで孤立する親や家庭が見受けられます。 

こうした状況に加え、利便や利益を第一と考える混沌殺伐とした社

会の風潮は、子どもや青少年自身の健全な育成に多様な影響を与えて

おり、家庭や地域の教育力の低下が懸念されています。 

一方で、生活の物質的な成熟を経て、心の豊かさとうるおいのある

生活に対する人々の志向は強まっており、団塊の世代がセカンドライ

フ（退職後の生活）に移行することなどにより、生涯学習やスポーツ

など、市民の自己実現に対する要求が、より一層高度化多様化するこ

とが予想されます。 

21 世紀のキーワードの一つである人権の尊重についても、人権問

題に関する意識調査で、「わからない」や「無回答」を選択する人が増

えているなど、いわゆる無関心層が拡大していることがうかがえるな

かで、高齢者の虐待などといった新たな人権問題が発生しており、陰

湿な部落差別事件も依然として後を絶たない状態です。 

またインターネット社会の成熟を受け、市民レベルでのボーダーレ

ス化が進展しており、国際的な理解と協調に対する意識の醸成がます

ます求められています。 

さらに、性別にかかわりなく互いに理解し合い、社会の対等な構成

員として責任も利益も分かち合いながら自分らしくいきいきと生きる

ことができる男女共同参画社会の実現が急務となっていますが、社会

構造や制度の改善は十分に進んでいる状況とはいえません。 

 

（１）子育て・教育・人権 

 

 ＜子育て＞ 

○未来のまちづくりの主役である子どもたちを取り巻く環境は大きく

変化しており、複雑な問題が顕在化しています。例えば、核家族化

の進行や都市化の進展により、人と人との関わりが疎遠な社会にな

っており、規範意識や人権、命の尊厳に対する認識の希薄化や欠如

などが大きな問題となっており、地域ぐるみで子どもを守り育てる

ことが求められています。 

 

○地域社会の希薄化に伴い、さまざまな悩みや問題を内に抱え込んで

孤立する親や家庭が見受けられるとともに、家庭や地域における教

育力の低下が懸念されています。そのため、子どもたちがのびのび

と生活し、「生きる力」や「思いやりの心」を育めるように、また「学

ぶ力」を身につけていくことができるように、総合的な切れ目のな

い子育て支援を推進していくことが必要です。 

 

＜教育＞ 

○小学校では、特別支援教育や通常学級での特別な指導・支援の対象

となる子どもたちが増えています。そのため、子どもたちの実態に

即して、きめ細かな指導や支援を行うことが求められています。 

 

○小・中学校での不登校の子どもたちの人数が、全国平均を上回って

おり、別室登校などの不登校傾向にある子どもたちも多数認められ

ます。不登校は誰にでも起こり得る問題として捉え、子どもたちへ

の理解と支援に取り組むことが求められます。 

 

○生活の物質的な成熟を経て、心の豊かさとうるおいのある生活に対

する人々の志向は強まっており、生涯学習やスポーツなど、市民の

自己実現に対する要求が、より一層高度化、多様化することへの対

応が求められます。 

 

＜人権＞ 

○人権の尊重については、これまで人権問題の解消に向けた様々な取

 

 

箇条書きにして、文言の整理。 
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り組みが行われてきましたが、今なお社会には多くの人権問題が存

在しており、社会環境の変化に伴う新たな人権問題も生じています。 

 

○インターネットの普及などにより、市民レベルでのグローバル化が

進展しており、国際的な理解と協調に対する意識の醸成がますます

求められています。 

 

○差別事件が後を絶たず、部落差別の解消や男女共同参画社会の実現

をはじめ、あらゆる差別の撤廃をめざす取り組みを継続的に進めて

いく必要があります。 

 

２２２２．．．．福祉福祉福祉福祉・・・・生活生活生活生活・・・・安全安全安全安全                                                                                

 

生活習慣病は死亡原因全体の約６割を占めており、この予防は重要

な課題です。また、現代のストレス社会に起因する疾病などの増加も

見受けられます。 

このようななか、従来的な行政主導の取り組みでは健康づくり活動

の広がりに限界があることから、新たな取り組みの広がりが求められ

ています。また、医療費の増加が深刻な問題となっています。 

高齢化の状況は、地域差が見受けられますが、全体としては団塊の

世代の高齢化により、一層進行することが見込まれます。また、一人

暮らし高齢者や認知症高齢者の増加、高齢者虐待の発生等も大きな課

題であり、地域を中心にした介護支援や生きがいの創造、健康づくり

対策などについて、的確な対応が必要です。 

障がい者の介護や生活支援についても、社会参画を推し進めるため、

就労支援などにさらに取り組む必要があります。 

野洲市域は琵琶湖西岸断層帯による直下型地震、東南海・南海地震

など大規模な災害の想定エリアとなっており、その対策が重要な課題

となっています。市民の防災意識は高まっていますが、基本となる地

域の自主防災の組織化と、障がい者や高齢者など災害発生時に弱い立

場にある人々への対応が課題となっています。 

一方、子どもを狙った凶悪な犯罪が全国的に頻発している現状を受

けて、地域ぐるみの対策が求められています。 

また、近年多発している高齢者をはじめとする消費者を対象とした

犯罪の防止、食生活の安全など日常生活の安全性確保も課題となって

います。 

    

（２）福祉・安全 

 

＜福祉＞ 

○社会保障制度全般が疲弊し、そのあり方が大きな社会問題として取

り上げられるなかで、国と地方がきちっと役割を分担し、持続可能

な制度として見直していくことが求められています。 

 

○高齢化の状況は、全国平均より低いものの、今後も一層進行するこ

とが見込まれ、一人暮らし高齢者や認知症高齢者の増加、高齢者虐

待等が課題となっています。 

 

○障がい者の介護や生活支援についても、社会参画を推し進めるため、

就労支援などへの取り組みが課題となっています。 

 

＜安全＞ 

○生活安全面では、各地で発生する大規模な地震が想定外の被害をも

たらしているなかで、野洲市域においても琵琶湖西岸断層帯による

直下型地震などでの大きな被害が想定されています。また、市域の

四方を山林、河川、琵琶湖に囲まれた本市は、浸水被害や土砂災害

なども想定されており、これらの被害への対策が重要な課題となっ

ています。 

 

○市民の防災意識は高まっていますが、基本となる地域の自主防災の

組織化と、障がい者や高齢者といった災害発生時に弱い立場にある

人々への対応が課題となっています。 

 

○子どもを狙った凶悪な犯罪が全国的に頻発している現状を受けて、

地域ぐるみでの予防対策が課題となっています。 

箇条書きにして、文言の整理。 

 

生活習慣病の予防等については、第７章の施策提

案で検討。 

 

 

「地域を中心にした介護支援や生きがいの創造、

健康づくり対策などへの一層の取り組みが必要で

す。」は、第７章の施策提案で検討。 

 

 

 

 

地震災害のほかに、洪水・土砂災害の危険を追加。 
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○近年多発している高齢者等の消費者を対象とした犯罪の防止、食生

活の安全など日常生活の安全性確保も課題となっています。 

    

３３３３．．．．環境環境環境環境                                                                                                        

 

利便性豊かな生活や活発な経済活動が確保される一方で、これらと

調和のとれた自然、集落、街並み、沿道などの景観や地域に遺された

数多くの歴史的遺産は、次世代に引き継ぐべき財産として、保全・活

用される必要があります。 

琵琶湖や河川などの水質の改善は今後も大きな課題であり、新しい

水環境の創造が必要とされています。また、生活の身近なところに緑

が少なく、里山の一部には荒廃がみられることから、市民の参画を含

めた幅広い取り組みによる緑の保全と整備が必要となっています。 

一方、地球温暖化の問題に対しては、新エネルギーの導入や省エネ

ルギーの推進など積極的に取り組んできましたが、今後さらに市全体

に浸透させていく必要があります。また、廃棄物の処理についても、

４Ｒ（巻末付属資料参照）の促進にさらに取り組む必要があります。 

 

（３）環境 

 

○豊かな自然と数多くの歴史的遺産を有する野洲市では、旧街道沿い

の歴史的景観や、潤いのある自然景観などを保全することが必要で

す。これらの景観は、次世代に引き継ぐべき財産として、自然環境

や歴史的遺産とともに計画的に保全・活用していくことが求められ

ています。 

 

○市内の下水道普及率は 99%以上達成していますが、生活排水や農業

濁水の琵琶湖や河川などへの流入による水質汚濁は、現在も大きな

課題となっています。 

 

○地球温暖化の問題に対しては、持続可能な大きな循環の中でのエネ

ルギー再資源化について考える必要があります。また、廃棄物の処

理についても、まずはゴミを減量し、出さないといった意識の醸成

としくみづくりが求められます。 

 

 

 

箇条書きにして、文言の整理。 

 

景観保全対策の遅れへの反省 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４．．．．産業産業産業産業                                                                                                        

 

野洲市の土地の面積の約４割は農地であり、兼業農家が多くを占め

ています。農業の構造改革に向けて野洲市においても担い手の育成、

確保を行うとともに農地の利用集積などを図る必要があります。林業

や漁業については、経営規模が小さく、担い手の高齢化が進んでいる

状況で、後継者の確保とともに、環境の保全と関連した新しい取り組

みが必要となっています。 

工業については、情報通信技術関連の大手企業が立地し、市の基幹

産業として地域経済を支えている状況にありますが、今後は地元企業

との連携による地域経済の活性化を図るとともに、新たな企業立地に

取り組むことも必要となっています。 

また、就労に関しては、市民が安心して働くための支援体制が必要

であるとともに、ニート対策等も新たな課題となりつつあります。 

商業の振興については、経営の安定化と後継者の確保が課題となっ

ています。 

観光に関しては、野洲市には年間約 180 万人の来訪者があり、観光

資源も豊富ですが、多くの人の流れや地域資源を十分に生かしきれて

（４）産業 

 

〇農林水産業においては、兼業農家の増加や担い手の高齢化などによ

る後継者不足、脆弱な経営規模などが課題となっています。 

 

○工業については、情報通信技術関連の大手企業が市の基幹産業とし

て地域経済を支えている状況にありますが、今後は地元企業との連

携による地域経済の活性化を図ることや、新たな企業立地にも取り

組むことなどが課題で、企業経営改善支援事業への取り組みをさら

に進めていくことも必要です。 

 

○商業の振興については、経営の安定化と後継者の確保が課題となっ

ています。 

 

○観光に関しては、野洲市には年間約 140 万人の来訪者があり、観光

資源も豊富ですが、多くの人の流れや地域資源を十分に生かしきれ

てない状況で、今後有機的な連携が求められます。 

 

 

 

箇条書きにして、文言の整理。 

 

 

 

ものづくり経営交流センターを中心とした、新し

い取り組みを追加 
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ない状況です。 

    

○就労に関しては、高い失業率が続くなかで、就労の場の創設や求人

情報とのマッチングなど、市民が安心して働くための支援体制の充

実が課題となっています。 

 

５５５５．．．．都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤                                                                                                

 

人々が集まり、まちを活性させる拠点の整備とともに、快適でうる

おいのある市街地の形成に向けて、土地の有効利用が必要となってい

ます。 

また、市民生活を支える道路網については、野洲川と日野川におけ

る道路橋梁の不足により、隣接市町と連携した幹線道路や広域幹線道

路への接続が良好とはいえず、交通渋滞等の問題が発生しています。 

また、生活道路の整備とともに、安全に安心して利用できる道路や

広場などの空間の創造が求められています。さらに、多くの市民が利

用する公共交通については、鉄道駅など交通結節点の利便性の向上、

バス交通の確保・充実などの課題があります。 

上下水道や都市公園など快適な生活を確保するための基盤は高い率

で整備が進んでいますが、今後は適正な維持管理が必要とされていま

す。また、快適性を求める市民の高いニーズに応えるため、環境保全

に関する企業との協力関係の確立や仕組みづくりが必要となっていま

す。 

    

（５）都市基盤 

 

○人々が集まり、まちを活性させる拠点の整備とともに、快適でうる

おいのある市街地の形成に向けて、土地の有効利用が必要となって

います。特に市内の中心市街地に駐車場などの低・未利用地が多い

ことから、今後景観に配慮しながらも、都市機能や市民活動拠点機

能の集積など、高度土地利用に向けた取り組みや、新しい都市拠点

整備に向けた検討が必要です。 

 

○市民生活を支える道路網については、連続性のある計画的な整備が

進んでいないことや、本市が東西を河川にはさまれていることから、

市外幹線道路等への接続が良好とはいえず、交通渋滞等の発生が課

題となっています。 

 

○身近な生活道路については、整備が進むとともに渋滞からの迂回車

両の流入などが問題になっており、安全に安心して利用できる道路

空間の創造が求められています。 

 

○多くの市民が利用する公共交通については、市民が集まる鉄道駅な

ど交通結節点の利便性の向上、バス交通の確保・充実などの課題が

あります。 

 

○上下水道をはじめ、快適な生活を確保するための基盤は、高い率で

整備が進んでいますが、適正な維持管理を継続することが必要とさ

れます。 

    

 

 

箇条書きにして、文言の整理。 

 

野洲駅前を中心とした市街地エリアの土地の有効

利用について課題提起。 

 

 

 

計画的な市内幹線道路整備の遅れを追加。 

 

 

 

 

６６６６．．．．市民活動市民活動市民活動市民活動・・・・行政運営行政運営行政運営行政運営                                                                            

 

市内に活動する多くの市民活動団体の実態を的確に把握することに

より、それぞれの団体が抱える問題点や課題を明らかにする必要があ

ります。また、団塊の世代が 2007 年を機に、企業を退職し地域に回

帰することが予測され、市民活動を支える大きな力となることが期待

されていることから、こうした人々の参加を促す仕組みづくりが必要

となっています。さらに、自治会などの地縁団体と市民活動団体の存

在意義を正しく理解し、それぞれの役割分担を明確にしつつ、活動の

（６）市民活動・行政運営 

 

＜市民活動＞ 

○市内で活動する市民活動団体の実態を的確に把握し、それぞれの団

体が抱える問題点や課題を明らかにする必要があります。 

 

○市民活動を支える原動力として期待されている、企業等を退職した

市民に対して、参加を促す仕組みづくりが課題となっています。 

 

 

 

箇条書きにして、文言の整理。 
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活性化を促す必要があります。 

市民参加の第一歩は行政との情報の共有であり、そのために、多様

な情報提供手段を確保し、市民が自由に選択できる環境を整備するこ

とが求められています。今後は詳細な情報を求める市民に対し、知り

たいことを知りたいときに提供でき、双方向で交流できるシステムの

構築が望まれます。 

また、市民の意見を行政に反映するための仕組みづくりも必要とさ

れています。 

市政の運営に関しては、地方自治体を取り巻く環境が厳しくなるな

かで、行財政の効率化が求められています。また、まちづくりの多く

を行政が主導して行ってきた従来の行政運営手法を改め、市民と行政

の協働によるまちづくりを促進することにより、さまざまな地域課題

にきめ細かく対応していく必要があります。 

    

    

○自治会などの地縁団体と市民活動団体の役割分担を明確にしなが

ら、活動の活性化を促す必要があります。 

 

○市民参加の第一歩として行政との情報共有を図るため、市民が望む

方法で、多彩な情報が入手できる環境を整備することが望まれます。

また、行政と市民が双方向で交流できるシステムの構築や、市民の

意見を行政に反映するための仕組みづくりが必要とされています。 

 

＜行政運営＞ 

○市政の運営に関しては、地方自治体を取り巻く環境が厳しくなるな

かで、行財政の効率化が求められています。行政主導のまちづくり

から、市民主体のまちづくりへの転換が求められています。 

 

○厳しい経済情勢のなかで安定的に市民サービスを提供していくため

に、事業の必要性や緊急性などを厳しく見極め、健全な財政運営に

つとめる必要があります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全な財政運営について加筆。 
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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第４４４４章章章章（（（（基本構想基本構想基本構想基本構想・・・・第第第第５５５５章章章章＞＞＞＞    

 

現行計画 見直し案 備   考 

第５章 将来都市像～めざすべきまちの姿～ 

 

第４章 将来都市像～めざすべきまちの姿～ 

 

 

『豊かな自然と歴史に彩られ 

      人が奏でる ほほえみ・ときめき のまち』 

 

１．めざすべき全体像                    

 

『賑わいと安らぎのあるまち 

   ～野洲の元気と安心をもっと～』 

 

 

 

 現行計画での将来像は、旧２町の理念を引き継

いだ格好だが、結果的に抽象的で具体的な姿をイ

メージしにくいことから、簡潔で客観的にイメー

ジできる普遍的な将来像を提案し直し、旧町から

の脱却を図る。 

 

緑豊かな里山とさざなみが寄せる湖
うみ

辺
べ

、ふるさとの川の流れ。広大

な田園と歴史ある風土や街並み。 

豊かな自然と歴史、文化にはぐくまれた野洲市は、自らの手でまち

づくりを実践する市民の力により、未来への大きな可能性を有して歩

んでいます。 

この恵まれた環境を生かしながら、人の営みが調和し、世代を超え

て誰もがほほえみに満ち、ときめき、躍動する「ほほえみ・ときめき」

のまちを創造するものです。 

 

豊かな自然環境や悠久の歴史の中で生まれ、育まれてきたまちは、

その深い懐で人を育て、市民の活動がまちを発展させてきました。 

住み良いまちは、私たちの元気と安心の源です。野洲の元気と安心

をもっと創るため、３つの基本方針に沿って賑わいと安らぎのあるま

ちづくりをめざします。 

 

 

 

 ２．めざすべき地域像                    

 

（市民懇談会や部会審議を踏まえて、今後提案していく） 

 

 

 

今後、市民懇談会等を経て提案していく。 
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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第５５５５章章章章（（（（現行現行現行現行基本構想基本構想基本構想基本構想・・・・第第第第６６６６章章章章）＞）＞）＞）＞    

現行計画 見直し案 備   考 

第６章 まちづくりの基本理念 

 

第５章 まちづくりの基本方針 

 

 

～「人権」と「環境」を土台に、 

生きる意味が実感できる社会づくり～   

 

 

もっとのびのび自由に    

 誰もが自分らしく、輝きながら暮らせるまちに 

 

もっとわくわく楽しく    

 農・工・商の産業振興と自然の恵みを生かした活力あふれるまちに 

 

もっとしっかり安全・安心  

 ひとにも地球にもやさしい安心して暮らせるまちに 

 

 まちづくりの基本理念は、まちづくり基本条例

の中に示されているので、これに委ねる。 

 

 当初第７章で基本方針と基本目標を提示する予

定だったが、将来像と理念の直下に位置する基本

方針を第５章として独立させた。 

 

《 「人権」と「環境」 ～生命の基軸～ 》 

まちづくりの営みは、人とひととのきずな、そして人と自然の共生

の上に成り立つものです。 

市民一人ひとりがいきいきと生きる社会を実現するためには、すべ

ての人が互いの人権を尊び合うことが大切です。この思いのもと、相

互に助け合い、認め合い、実践につなげていくことにより、基本的人

権が守られた住みよい野洲市が創造されると考えます。 

また、地球環境は、人類を創造しはぐくんできた母体そのものです。

それを守り尊ぶことは、われわれに課せられた責務であり、自らと、

共に生きる仲間、そして子孫の生命や生活を守ることにつながりま

す。地球的視点に立ってふるさとの山・川、母なる琵琶湖とそれらに

根づいた地域の文化を見つめ直し、受け継いでいく活動は、野洲市に

生きるわれわれに課せられた命題であり、何より愛し誇りえる野洲市

を創造していくことであると考えます。 

このように、人権の尊重と自然との共生は、ともに人類の普遍的な

課題であり、市民、企業、行政が、このことを活動の基軸としてとら

え、持続ある発展につなげていくことが重要であると考えます。 

 

 

野洲市まちづくり基本条例とまちづくりの理念を共有し、「人権の尊

重」と「環境への配慮」の視点を大切にしながら、将来都市像の実現に

向けて、３つの基本方針に沿ったまちづくりを進めます。 

 

  

 

《 生きる意味の実感 ～協働～ 》 

協働とは、市民、企業、行政が対等な関係に立ち、それぞれの主体

的な活動を通じて、相互に補完しあいながらよりよいまちを創造して

いこうとする社会の仕組みであり、野洲市の行政運営の基本的な手法

として位置づけるものです。 

野洲市は、すでに地域で始まっているこの取り組みを、貴重な財産
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としてとらえ、さらに発展させるために、制度を整え必要な支援を進

めます。 

協働を通して、地域に生きる人々が、その知恵や力を発揮するなか

で、「生きる意味を実感」すると同時に、活力ある自主・自立の地域

社会が実現できるものと考えます。 
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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第６６６６章章章章（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第８８８８章章章章）＞）＞）＞）＞    

現行計画 見直し案 備   考 

第８章 主要指標の見込みと計画 

 

第６章 まちづくりの指標 

 

現行の８章と９章を統合して新６章にまとめる。 

見出しの整理。 

１１１１．．．．人口人口人口人口・・・・世帯数世帯数世帯数世帯数                                                                

 

平成17年の国勢調査に基づく人口は49,486人で、５年間の増加率

は2.4％と県内の市町のなかでは依然高い水準にあります。全国的には

人口減少時代に突入しましたが、野洲市においては、今後も交通利便

性や住環境の優位性を背景に、京都、大阪の通勤圏として、人口が増

加すると見込まれます。このため、平成32年における目標人口を

59,00059,00059,00059,000人人人人と設定します。 

また、世帯数については、これまでの傾向や全国的なデータを踏ま

え、引き続いて核家族化や単身世帯が増加するものと考えられ、平成

32年における世帯数を25,00025,00025,00025,000世帯世帯世帯世帯と設定します。 

 

 

 

    

    

 

１１１１．．．．人口人口人口人口フレームフレームフレームフレーム                                                                

（１）人口・世帯数 

  

平成22年の国勢調査に基づく人口（速報値）は49,879人で、５年

間の増加率は0.8％と前回の増加率2.4％から大きく後退しました。ま

だしばらくは微増が続くと見込まれますが、日本の総人口が減少に転

じる見込みのなかで、野洲市においても近い将来人口が減少に転じる

ことが予想されます。そのため、平成32年における見込み人口を●●

●人と設定します 

一方世帯数については、17,454世帯で、人口増加を上回る5.2％の

増加率となっています。そのため人口が減少に転じた後も、しばらく

は増加を続ける見込みで、核家族化や単身世帯の増加が進展するもの

と予想されます。そのため、平成32年における見込み世帯数を●●●

世帯と設定します。 

 

    

    

    

    

    

       （最新のデータに置き換える） 

 

 

 

 

最新の状況にデータ置き換えて、表記の見直し。 

 

平成３２年の見込み人口と見込み世帯数は、見込

みデータ確定後に記入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※課題 

学区別の人口見込みを提示するかは、要検討。 
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人口推移・推計
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       （最新のデータに置き換える） 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

        （最新のデータに置き換える） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 20 - 

 

 

３３３３．．．．産業産業産業産業・・・・生産生産生産生産のののの現状現状現状現状                                                                                

 

野洲市の産業を表す指標として、工業製造品出荷額等および農業に

係る各指数をみると、まず、工業製造品出荷額等については、過去に

おいては着実に増加する傾向がみられましたが、主力企業の出荷動向

などにより、近年は減少傾向がみられます。今後、計画期間中に高い

成長を見込むには、設備投資など産業活動の継続的な拡大を促進する

ことが必要と考えられます。 

    

            （表・グラフ省略） 

    

 

 

 

 

削  除 

 

 

 

産業・生産の状況については、特に将来指標を示

しているものではないので、削除した。 
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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第６６６６章章章章つづきつづきつづきつづき（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第９９９９章章章章）＞）＞）＞）＞    

現行計画 見直し案 備   考 

第９章 土地利用基本構想 

 

 現行の８章と９章を統合して新６章にまとめる。 

見出しの整理。 

 

１１１１．．．．土地利用土地利用土地利用土地利用のののの基本理念基本理念基本理念基本理念                                                                            

野洲市の土地は、市民生活や市域における社会経済活動等の共通の基

盤であり、現在および将来における限られた資源です。このため、公共

の福祉を優先させ、「人権」と「環境」を基軸に、地域の自然条件や社

会経済条件および歴史文化的条件等に配慮して、健康で文化的な生活環

境の確保と持続的な均衡ある発展を図ることを、土地の利用の基本理念

とします。 

この基本理念に基づき、市民参加と協働により、適切な土地の利用や

活用を進め、道路、公園等の都市基盤施設の整備や、琵琶湖沿岸、野洲

川、三上山等の美しい自然環境・景観との調和、そして、災害に強いま

ちづくりをめざします。 

 

 

２２２２．．．．土地利用土地利用土地利用土地利用をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる基本的条件基本的条件基本的条件基本的条件のののの変化変化変化変化                                                

 

ア 土地利用の現状 

市域においては、平成７年から平成16年の10年間に市域の約1.8％

にあたる110haが農業的土地利用から都市的土地利用等へと転換がさ

れました。 

平成16年における土地利用の状況は、農用地39.5％（2,430ha）、

森林20.6％（1,267ha）、水面・河川・水路8.8％（539ha）、道路

7.4％（452ha）、宅地13.8％（849ha）、その他9.9％（608ha）

となっています。 

 

イ 土地利用をめぐる基本的条件の変化 

今後の土地利用を計画するにあたっては、土地利用をめぐる次のよう

な基本的な条件の変化を考慮する必要があります。 

1）野洲市は、大都市近郊に位置する恵まれた立地条件や、高い交通

利便性等により、今後とも市街地の拡大と都市機能の集積が見込

まれます。このため、農用地や森林等の環境と都市的な土地利用

との調和を図る必要があります。 

2）人々の価値観の多様化や少子化・高齢化の進行等の社会情勢の変

化から、市街地等においては、利便性のみではなく複合的な都市

２２２２．．．．土地利用土地利用土地利用土地利用のののの方向性方向性方向性方向性                                                                                

（１）土地利用の基本方針 

土地は、市民生活や市域における社会経済活動等の共通の基盤であ

り、現在および将来における限られた資源です。そのため、以下の方

針により、自然環境や景観との調和などに配慮しつつ、健康で文化的

な生活環境の確保と持続的な均衡ある発展を図ります。 

 

①コンパクトな都市空間の形成 

野洲市における人口増加のペースはゆるやかになっています。国

全体の人口が減少傾向にある中で、今後の人口増加は見込みにくい

状況にあります。 

一方で、市街地の無秩序な拡大は、社会基盤の整備やごみの収集

など、行政に関する様々なコストを増大させる要因にもなり、また、

地球温暖化防止の観点からも課題があります。 

このような土地需要の背景となる状況や社会経済潮流を踏まえ、

計画期間においては、市街地における土地の高度利用による都市機

能の集約など、できるだけコンパクトな都市空間の形成を図り、メ

リハリの効いた秩序ある土地利用を行います。 

    

②土地利用機能の向上 

コンパクトな都市空間の形成を図る一方で、それぞれの土地にお

ける機能の向上を図ります。すなわち、森林が持つ環境保全機能等

の向上や、良好な農地の形成、快適な住環境の整備や、機能的な市

街地の実現など、それぞれの利用形態における土地の機能の向上を

図ります。 

 

③課題の解決にあたっての配慮 

都市部における土地利用の高度化や、農山漁村部における農用地お

よび森林の有効利用、低・未利用地の利用促進等については、都市的

な土地利用と自然的な土地利用の適正な配置と組み合わせに配慮し、

地域の自然的・社会的特性を踏まえたることにより、調和の取れた適

切な土地利用を進めます。 

 

 

 

前段部分は、全体を要約し簡潔に整理。 

 

土地利用のイメージについては、ゾーニングを取

り入れた。 
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機能や、健康・福祉機能の充実、美しい自然や景観の確保、ゆと

りがあり安心できる高い快適性が求められています。 

 

 

３３３３．．．．計画期間中計画期間中計画期間中計画期間中におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題とととと土地利用土地利用土地利用土地利用のののの基本方針基本方針基本方針基本方針                            

 

計画期間における土地利用にあたっては、土地が有する課題を十分に

考慮しながら限られた資源であることを前提として、土地の有効な利用

に努める必要があります。 

土地利用の転換においては、土地の公共性にかんがみ、その利用目的

に応じた区分ごとの需要に基づいた量的調整を行うとともに、土地利用

の質的向上を総合的かつ計画的に図ります。 

 

ア 土地需要の量的調整 

土地需要の量的な調整に関して、増加する都市的土地利用について

は、中心市街地等において土地の高度利用を図るとともに、周辺の森林、

農用地との調和に配慮して、計画的な新市街地の形成を図ります。 

農用地を含む自然的土地利用については、生態系、水資源および景観

に十分配慮しつつ、農林漁業の生産活動とゆとりある居住環境の調和を

めざした適正な保全を図ります。 

森林、農用地、宅地等相互の土地利用の転換については、その可逆性

が容易に得られないことや、生態系をはじめとする自然環境に与える影

響等をかんがみ、慎重な配慮のもとで計画的に誘導します。特に、琵琶

湖の保全に重要な湖辺の自然的土地利用や集水域の森林の転換は、この

ような配慮を最大限尊重することを基本として対処します。 

また、保全する区域と開発する区域を、社会経済情勢や地域の実情に

応じて明確に区分し、自然環境の保全と快適な市民生活、活力ある都市

活動が共生するよう調整を図ります。 

 

イ 土地利用の質的向上 

土地利用の質的向上に関しては、災害に対しての安全性を高めるとと

もに、健康で文化的な生活に資するよう快適性を高めます。このため、

森林のもつ土地保全機能の維持増進を基本とし、生態系保全、水資源か

ん養等の機能を考慮して、森林の適正な保育管理を図ります。また、都

市化の進行等に伴い、災害によって被害を受ける可能性のある地域につ

いてはそれぞれの地域に応じた安全性の向上等を図ります。さらに、複

合的な都市機能を備えるとともに、琵琶湖や里山等の自然や風土と共生

することに配慮しつつ、やすらぎとうるおいを感じる景観の形成を図り

ます。 

 



 - 23 - 

 

ウ 課題の実現にあたっての配慮 

都市部における土地利用の高度化、農山漁村部における農用地および

森林の有効利用、両地域を通じた低・未利用地の利用促進を図るととも

に、都市的土地利用と自然的土地利用の適正な配置と組み合わせにより

調和の取れた土地利用を進めるなど、地域の自然的・社会的特性を踏ま

えたうえで、土地の有効かつ適切な利用に配慮します。 

 

 

４４４４．．．．都市軸都市軸都市軸都市軸のののの形成形成形成形成                                                                                        

 

ア 市民生活の広域化や交流人口の増加を視野に入れ、より広域的な地

域間の連携軸としてＪＲ琵琶湖線や国道８号を中心とする「国土連

携軸」の充実をめざします。 

 

イ 周辺市町との連携強化に向けて、大津能登川長浜線や大津湖南幹

線、近江八幡守山線、野洲甲西線などの県道を中心として、「国土連

携軸」の機能を補完・強化する「地域間連携軸」の充実をめざしま

す。 

 

ウ 市の南北に位置する市街地の間や各拠点間の交流など、地域内交流

の促進をめざし、野洲中主線や辻町小比江線などを中心とした「交

流連携軸」の形成を図ります。 

 

 

 

 

削    除 

 

都市軸の形成については、概念が曖昧で、「土地利

用」の観点からもずれているので、面的な考え方

に集約していく。 
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５５５５．．．．拠点別整備方針拠点別整備方針拠点別整備方針拠点別整備方針                                                                                    

 

ア 都市拠点 

ＪＲ野洲駅周辺地域は、市を代表する拠点として、行政機能、居

住機能、商業機能などの高度化を進めます。また、駅へのスムーズ

な交通アクセスを図り、調和のとれた拠点づくりを進めます。 

 

イ 副都市拠点 

吉地・西河原地区の市街地は、市北部の中心となる副都市拠点と

位置づけます。この一帯については、ゆとりと趣きを保ちつつ、多

機能な拠点として発展を促すとともに、周辺に新市街地の拡大を進

めます。 

 

ウ 情報交流・創造拠点（副都市拠点） 

環境に配慮した持続可能なまちづくりを行うため、東西方向の国土

連携軸と南北方向の交流連携軸が交わる地域を、市民・企業・行政の

交流・連携による情報交流・創造の拠点として整備します。また、さ

まざまな市民サービスの拠点として、新駅の設置など戦略的に拠点整

備を行うものであり、また、都市拠点を補完する副都市拠点とします。 

 

エ 東部交通拠点 

ＪＲ篠原駅を中心とした地域では、周辺に新市街地の拡大を進めま

す。また、アクセスの整備を図ることなどにより、既存の住居機能・

商業機能の向上を進めるとともに工業基盤の強化につなげます。 

 

オ 自然・環境交流拠点 

琵琶湖岸地域の中心に位置する県営湖岸緑地周辺と、市南部の森

林エリアの核となる滋賀県希望が丘文化公園周辺を、自然・環境交

流拠点と位置づけ、エリア全体の保全に努めるとともに、拠点を中

心に人とひと、自然と人が交流しふれあう場としての整備、活用を

推進します。 

 

（２）ゾーン別整備方針 

Ａ：市街地形成ゾーン 

JR 琵琶湖線沿線の市街化が進んだエリアにおいては、商業、行政、

居住、産業等の諸機能が効果的に整えられた都市機能形成ゾーンと

して整備を進めます。 

特に、野洲駅周辺を南部地域中心市街地として、行政機能、居住

機能、商業機能のほか、文化・交流機能の充実を図り、市の魅力が

発信される中心地として整備を図ります。 

また、吉地・西河原地区周辺においては、北部地域中心市街地と

して、ゆとりを保ちつつ住民の快適な生活に必要な機能の充実を図

ります。 

さらに、将来的には篠原駅の周辺や野洲駅～篠原駅間の新駅設置

を想定した、新たな地域拠点創出への基盤整備に向けて準備を進め

ます。 

 

Ｂ：自然環境交流ゾーン 

市北部の琵琶湖岸に沿った地域と、市南部に広がる森林エリアを

自然環境交流ゾーンとし、自然とのふれあいや水源の涵養、生物多

様性の保全など、自然が持つ様々な機能の保全・充実を図ります。

そして、自然との共生を図りながら、市民が安らぐ場として、また

市外から訪れる人たちとの交流の場としての機能を充実します。 

 

Ｃ：田園環境形成ゾーン 

市北部に広がる美しい田園環境を保全し、農業振興地域が持つ本

来の機能を保持する一方で、市内移動の利便性や景観にも配慮した

整備を進め、そこに暮らす市民や訪れる人々がうるおいと安らぎを

感じながら、みんながいきいきと輝くゾーンを形成します。 

 

 

ゾーン別の整備方針を新たに提案。 

 

「拠点」という概念を少し和らげて、「ゾーン」の

概念を取り入れた。「都市」に対する「副都市」の

概念や求めるものが曖昧なので、一般的な用語に

置き換える。 

 

今はまだ確定ではなく、部会や市民懇談会の意見

なども取り入れながら、審議会終盤において確定

していく。 

 

篠原駅周辺や祇王新駅については、将来の可能性

を残しながら、道路整備や排水対策といった基盤

整備が追い付いていない課題を提起。 

 

 

自然環境の保全を推進する地域においては、自然

とのふれあい、自然の持つ機能の保全、市民の安

らぎ、市外からの来訪者との交流といったことを

テーマに集約。 

 

 

 

 

 

農業振興地域においては、田園本来の機能を保持

しながら、利便性や景観にも配慮し、生活者や来

訪者がいきいきと輝けることをテーマに集約。 
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ゾーニングイメージ図（本文と連動） 

 

都市軸イメージ図と一帯にすることも検討 

 

ゾーニングイメージ 

Ａ：市街地形成ゾーン 

Ｂ：自然環境交流ゾーン 

Ｃ：田園環境形成ゾーン 
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総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第７７７７章章章章（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第７７７７章章章章）＞）＞）＞）＞    

 

 

 

 

 

総合計画見直総合計画見直総合計画見直総合計画見直しししし（（（（草案草案草案草案））））新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表                ＜＜＜＜草案草案草案草案・・・・第第第第８８８８章章章章（（（（現行基本構想現行基本構想現行基本構想現行基本構想・・・・第第第第 10101010 章章章章）＞）＞）＞）＞    

 

現行計画 見直し案 備   考 

第７章 まちづくりの基本目標 

 

第７章 まちづくりの基本目標  

    

１１１１．．．．豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまちをはぐくむまち                                                            

２２２２．．．．人人人人々々々々がががが支支支支ええええ合合合合うううう安心安心安心安心なまちなまちなまちなまち                                                                

３３３３．．．．美美美美しいしいしいしい風土風土風土風土をををを守守守守りりりり育育育育てるまちてるまちてるまちてるまち                                                            

４４４４．．．．地域地域地域地域をををを支支支支えるえるえるえる活力活力活力活力をををを生生生生むまちむまちむまちむまち                                                            

５５５５．．．．うるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのあるうるおいとにぎわいのある快適快適快適快適なまちなまちなまちなまち                                            

６６６６．．．．市民市民市民市民とととと行政行政行政行政がともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまちがともにつくるまち                                                        

 

 

 

  

 

 

（部会審議に向けて取りまとめ中） 

 

現行計画 見直し案 備   考 

第 10 章 計画の進捗管理の方法について 

 

第 10 章 計画の進捗管理の方法について 

 

 

 

  

 

（審議会終盤に提案） 

 


